
鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，県内中小企業等が，県外のプロフェッショナル人材（以下「プロ人材」という。）  

を副業・兼業等常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に，プロ人材が就業場所に移動するために 

要する費用に対し，予算の範囲内において，鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外 

副業・兼業人材活用促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより，県内中小企 

業等のプロ人材の確保と，プロ人材の活用による成長戦略の実現を支援することを目的とし，その 

交付については，「鹿児島県補助金等交付規則」（昭和 63年鹿児島県規則第１号。以下「規則」と 

いう。）によるほか，この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語は，次の各号に定めるところによる。 

⑴ プロ人材 

    専門的な技術や免許資格，知識や技能を有し，新たな商品・サービスの開発，その販路の開 

拓や，個々のサービスの生産性向上などの具体的な取組を通じて，企業の成長戦略を具現化し 

ていく人材であって，主たる活動拠点，居住地を県外（日本国内に限る）に有するものをいう。 

⑵ 副業・兼業 

    就業者が雇用契約，委任契約又は業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して仕事を請負 

うことをいう。 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条 この補助金の交付対象者は，次の要件を満たす者とする。 

⑴ 県内に主たる事業所を有する事業者のうち，「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点（以 

下「プロ人拠点」という。）」を通じて，企業の生産性向上や経営課題解決のために県外在住（日 

本国内に限る。）の副業・兼業人材を雇用契約，委任契約又は業務委託契約等により活用し， 

当該人材が県内事業所を訪れて業務に従事する場合に，当該人材の移動に要する費用（交通費 

及び宿泊費）を負担した者であること。 

⑵ 県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから３ 

年以上経過していること。 

⑶ 性風俗関連営業，接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行ってい 

ないこと。 

⑷ 政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。 

⑸ 同一の事業について，国，県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこ 

と。 

⑹ 県税に未納がないこと。 

⑺ 事業者の構成員等が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第６号に規定する 



暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係 

を有しないこと。 

⑻ その他，公序良俗に反する事業を行う者など，補助対象とすることが社会通念上不適切と知 

事が認める者ではないこと。 

 

（補助金の対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，補助事業者が自社の成長戦略の実現のため，プロ人材拠   

点の支援によりマッチングした県外のプロ人材を副業・兼業の形態で活用する事業（以下「補助事  

業」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する事業については，補助金の交付対象 

としないものとする。 

⑴ 補助事業と同一内容の事業について，他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は 

将来補助金の交付を受けることが確定しているとき 

⑵ マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など，プロ人材の知見・ノウハウを必要としない 

事業 

⑶ 活用するプロ人材が，事業主，役員の３親等以内の親族であるとき 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は，県外のプロ人材が，副業・兼業人材を活用する県内中小企業の所在場所等  

を実際に訪れて業務に従事する場合に，当該企業が負担する当該人材の移動に要する経費のうち， 

知事が必要かつ適当と認める経費とする。 

２ 補助対象経費の詳細は，経費区分ごとに別表に掲げるとおりとする。 

３ 補助対象経費は，別途鹿児島県が定める「地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金」実施要領 

に記載のある期限までに支払いを完了した経費に限る。 

 

（補助率及び補助限度額） 

第６条 補助金の額は，予算の範囲内において，補助対象経費の２分の１以内，補助限度額は 30万円

以下とし，申請者１件あたり，１回までの申請とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨て 

るものとする。 

３ 交付申請については，次条の補助事業計画書に示された補助金の計画額を超えない範囲で申請す 

ることができるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 本補助金の交付を申請しようとする者（以下「交付申請者」という。）は，別に定める期限ま 

でに，「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金 

交付申請書」（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

⑴ 補助事業計画書（様式第１号別紙１） 

⑵ 役員名簿（様式第１号別紙２） 

⑶ 雇用契約，委任契約又は業務委託契約を証する書類（契約書等の写し） 



⑷ プロ人材が鹿児島県外在住者であることがわかる書類（自動車運転免許証や住民票の写し等） 

⑸ 県税納税証明書のコピー  

⑹ 誓約書（様式第１号別紙３） 

⑺ その他知事が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第８条 知事は，前条の規定により補助金の交付申請があったときは，速やかにその内容を審査し，適

当と認めたときは補助金の交付決定を行い，「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外

副業・兼業人材活用促進事業補助金交付決定通知書」（様式第２号）により交付申請者に通知する。 

 

（交付申請の取下げ） 

第９条 交付申請者は，前条の規定による通知を受領した場合において，当該通知に係る補助金等の  

交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり，申請を取下げようとするときは，交付決 

定の日から 10日以内又は別途定める期限のいずれか早い日までに，「鹿児島県プロフェッショナル 

人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付申請取下届出書」（様式第３号） 

を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更，中止又は廃止） 

第 10 条 交付の決定を受け補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は，次の各号に掲げる 

場合には，速やかに「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促  

進事業補助金変更交付（中止・廃止）申請書」（様式第４号）を知事に提出し，その承認を得なけれ 

ばならない。 

  なお，変更交付申請については，補助対象事業費が増額となった場合でも，当初の交付決定額を  

上限とする。 

⑴ 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。 

⑵ 補助事業に要する経費について，総額の 30パーセントを超えて減額変更を行う場合。 

⑶ 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は，前項の承認をする場合において，必要に応じ条件を付し，又はこれを変更することがで 

きる。 

３ 知事は，第１項の承認を行った場合は，「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外 

副業・兼業人材活用促進事業補助金変更承認（中止・廃止）通知書」（様式第５号）又は「鹿児島県  

プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金変更交付（中止・ 

廃止）決定通知書」（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第 11 条 補助事業者は，補助事業が完了した日から起算して 30日以内又は別途定める期限のいずれ 

か早い期日までに，「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促 

進事業補助金実績報告書」（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならな 

い。 

⑴ 鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金実績 



報告書（様式第７号別紙） 

⑵ 補助対象経費を支払ったことを証する書類 

⑶ その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第 12 条 知事は，補助事業者から実績報告書を受理したときは，その内容を審査し，補助事業の実施

結果が補助金の交付の決定の内容（第 10 条に基づく承認をした場合は，その承認した内容）及び

これに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，「鹿児島県プロフ

ェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付確定通知書」（様式

第８号）により通知するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第 13 条 知事は，前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後，補助事業者に対して精算

払いを行うものとする。 

２ 補助事業者は，補助金の交付を受けようとするときは，「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略 

拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金精算払請求書」（様式第９号）を知事に提出し 

なければならない。 

 

（交付決定の取消） 

第 14 条 知事は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ その他法令又は本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反したとき。 

⑵ 知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど，補助事業に関して，怠慢と認められる 

行為を行ったとき。 

⑶ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき，又は交付決定の内容やこれに付された条件に違 

反したとき。 

⑷ 補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

⑸ 交付決定後生じた事情の変更等で，補助事業の全部又は一部を継続することができないと判断 

したとき。 

⑹ 第３条第２項に規定するものに該当することが明らかになったとき。 

２ 前項の規定は，第 12条の規定に基づく額の確定があった後においても適用する。 

３ 知事は，第１項に基づく交付決定の取り消しを行ったときは，「鹿児島県プロフェッショナル人 

材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付決定取消通知書」（様式第 10 号）に 

より補助事業者に速やかに通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 15 条 知事は，前条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において，  

補助金を返還させることができる。 

２ 知事は前項に基づき補助金を返還させるときは，次に掲げる事項を補助事業者に通知する。 

⑴ 返還すべき補助金の額 



⑵ 加算金及び延滞金に関する事項 

⑶ 返還期限 

 

（補助金の経理） 

第 16 条 補助事業者は，本補助事業に係る経理の収支を明らかにするために，これに関する帳簿及び

証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類を整備し，補助期間が終了した日の属する年度

の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第 17 条 知事は，本事業の適正かつ円滑な実施を図るため，必要に応じて補助事業者に報告を求め，  

本補助事業に係る帳簿及び証拠書類，その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査でき 

るものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第 18 条 補助事業者は，第８条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を，知 

事の承諾を得ずに第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。 

 

（補助事業が次年度以降に継続する場合の取扱い） 

第 19 条 同一の補助事業が次年度以降継続する場合には，予算の範囲内において，最大３か年度補 

助対象とすることができる。 

２ 同一の補助事業が次年度以降継続する場合の申請手続き及び実績報告については，次の各号に掲 

げるとおりとする。 

⑴ 第７条の交付申請は，年度毎において行うものとし，各年度に交付する補助金額は，第６条第 

１項の限度額を超えないものとする。 

⑵ 第 11 条の実績報告については，当該年度に係る実績を報告するものとする。 

 

（その他） 

第 20 条 この要綱に定めるもののほか，補助事業の実施に関して必要な事項は，別に定める。 

  附 則 

  この要綱は，令和２年７月 13日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

  この要綱は，令和４年４月１日から改正し，改正後の鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点  

事業の地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱の規定は，令和４年度の補助金から適用 

する。 

 

 



附 則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は，令和７年５月１日から施行する。 

 

〇 別表 

 

区 分 

 

対象経費 

 

 

交通費 

 

 補助事業に従事するため，県外から就業地（県内に限る）まで公共交通機関で移

動する際の交通費（消費税及び地方消費税に相当する額を除く）。 

 交通費の算定については，経済的かつ合理的な経路及び方法によって移動した場合

の費用を上限とし，往路，復路を対象とする。ただし，１回の往復移動に係る交通費

の実費負担が１万円未満の場合は対象外とする。 

 

 

宿泊費 

 

 補助事業に従事するため，就業地（県内に限る）で宿泊する際の宿泊費（消費税

及び地方消費税に相当する額を除く）。 

 宿泊費の算定については，「鹿児島県職員等の旅費に関する条例」に準ずるものと

する。ただし，実際に要した額が条例に規定する宿泊料を超えない場合は，その額

とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 
 

  年  月  日 
 
 
 鹿児島県知事       殿 
 
 

（交付申請者） 
住 所 
法人名 
代表者役職・氏名             
担当者役職・氏名 
電話番号 
 
 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 
地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付申請書 

 
 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱
第７条の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。 
 

１ 補助事業の内容 
  補助事業計画書（様式第１号別紙１）のとおり 
 

２ 補助交付申請額等 
（１）補助対象経費                  円  
（２）補助金交付申請額                円  
 
３ 添付資料 
（１）補助事業計画書（様式第１号別紙１） 
（２）役員名簿（様式第１号別紙２） 
（３）雇用契約又は業務委任契約を証する書類（契約書等の写し） 
（４）プロ人材が鹿児島県外在住者であることがわかる書類 

（自動車運転免許証や住民票の写し等） 
（５）県税納税証明書のコピー 
（６）誓約書（様式第１号別紙３） 
(７) その他知事が必要と認める書類 

  



様式第１号別紙２ 

役 員 名 簿 

（法人名           ） 

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
性 別 生年月日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 

 
 

 
男・女 

明・大・昭・平 

年  月  日 
 （注）１ 役員全員を記載してください。 

２ 必要に応じて適宜、行を追加してください。 

 

 
 
 
 
 



様式第１号別紙３ 

 

年  月  日  

 

 鹿児島県知事       殿 

 

住 所              

法人名 
代表者役職・氏名           
担当者役職・氏名 

            

 

誓 約 書 

 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付申請

を行うに当たり、次の事項について誓約します。 

 

 

（該当する場合は☑を入れてください。） 

 

□ １ 該当のプロ人材については，拠点にあるマッチング支援を経て採用した人材です。 
 

□ ２ 県等の補助金等について、不正受給処分がなされていない又は不正受給処分がなされてから

３年以上経過しています。 

 

□ ３ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行ってい

ません。 
 

□ ４ 同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていません（又は受ける予定がありま 

せん）。 

 

□ ５ 政治活動及び宗教活動を行っておりません。 
 

□ ６ 事業所の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）ではありません。また、暴力団若しくは暴力団員と 

密接な関係を有していません。 

 
□ ７ 当交付を申請・受給するにあたり，要綱で提供が定められた個人情報を鹿児島県に提供する 

ことについて，該当のプロ人材から承諾のうえ，了承します。 

 

鹿児島県拠点確認印（項目１）

 



様式第２号 
 
                                    第    号 

令 和  年  月  日 
 
（補助事業者法人名） 
（代   表   者）様 
 
 

鹿児島県知事          印 
 
 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 
地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付決定通知書 

 
 

 年 月 日付けで申請のありました鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外
副業・兼業人材活用促進事業補助金については，鹿児島県補助金等交付規則第４条の規定により，下
記のとおり交付の決定をしましたので，同規則第６条及び鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点
事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱第８条の規定により、通知します。 
 
 

記 

 

 

１ 交付決定額           金            円 

 
 
 
※補助対象事業費が増額となった場合でも，当初の交付決定額を上限とします。 
 



様式第３号 
 

 
 

  年  月  日 
 
 
 鹿児島県知事       殿 
 
 

（補助事業者） 
住 所 
法人名 
代表者役職・氏名             
担当者役職・氏名 
電話番号 

 
 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 
地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付申請取下届出書 

 
  年  月  日付け  第  号で交付決定通知のあった鹿児島県プロフェッショナル人材戦
略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金の交付申請を、下記の理由により取り下げた
いので、鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金

交付要綱第９条の規定により届け出ます。 
 

記 
 
【交付申請の取下理由】 
 



様式第４号 
  年  月  日 

 
 
 鹿児島県知事       殿 
 
 

（補助事業者） 
住所 
法人名 
代表者役職・氏名             
担当者役職・氏名 
電話番号 

 
 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 

地域外副業・兼業人材活用促進補助事業補助金変更交付（中止・廃止）申請書 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点
事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金に係る補助事業について、次のとおり変更（中止・
廃止）したいので、鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進
事業補助金交付要綱第 10 条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 補助金交付申請額 金      円 （うち前回までの申請額 金     円） 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 ３ 変更の内容（※中止・廃止の場合は不要） 

 

 ４ 中止・廃止年月日（※変更の場合は不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※交付申請の添付書類に準じて、変更前と変更後の内容が分かる書類を添付すること。 

  （中止・廃止の場合は不要） 



様式第５号 
 
                                    第    号 

令 和  年  月  日 
 

 
（補助事業者法人名） 
（代   表   者）様 
 
 

鹿児島県知事          印 
 

 鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業  
地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金変更承認（中止・廃止）通知書 

 
 

 年 月 日付けで申請のありました鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副
業・兼業人材活用促進事業補助金の変更については，鹿児島県補助金等交付規則第７条及び鹿児島県
プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱第 10 条第
３項の規定により承認します。 

 



様式第６号 
 
                                    第    号 

令 和  年  月  日 
 
 
（補助事業者法人名） 
（代   表   者）様 
 
 

鹿児島県知事          印 
 

 鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 
地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金変更交付決定（中止・廃止）通知書 

 
 年 月 日付けで申請のありました鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業副業・兼業

人材活用促進補助金の変更については，鹿児島県補助金等交付規則第７条及び鹿児島県プロフェッシ
ョナル人材戦略拠点事業副業・兼業人材活用促進補助金交付要綱第 10 条第３項の規定により下記の
とおり交付の額を変更することに決定したので通知します。 
 

 

記 

 

 

１ 変更後の交付決定額  金            千円 

 



様式第７号 
   

 
  年  月  日 

 
 
 鹿児島県知事       殿 
 
 

（補助事業者） 
住 所 
法人名 
代表者役職・氏名             
担当者役職・氏名 
電話番号 

 
鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金実績報告書 
 
 

年  月  日付け  第  号で交付決定通知のあった鹿児島県プロフェッショナル人材戦略
拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金に係る補助事業を完了したので、鹿児島県プロフ
ェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱第 11 条の規定に
より、次のとおり実績を報告します。 
 
１ 補助金額等                               
（１）利用した登録人材紹介会社    ： 
（２）プロ人材の氏名         ： 
（３）補助対象経費          ：            円 
（４）補助金交付決定額        ：            円 

補助対象経費の 1/２（千円未満切捨て） 
 
２ 補助事業の完了年月日 
 
３ プロ人材を活用した成果 
 
４ 添付資料 
（１）鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金実績

報告書（様式第７号別紙） 
（２）補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し 
（３）その他知事が必要と認める書類  



様式第８号 
 
                                    第    号 

令 和  年  月  日 
 
 
（補助事業者法人名） 
（代   表   者）様 
 
 

鹿児島県知事          印 
 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付確定通知書 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定しました鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点

事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金については，鹿児島県補助金等交付規則第 14 条及び

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱

第 12 条の規定により下記のとおり額を確定しましたので通知します。 

 

記 

 

 

 

１ 交付確定額         金       千円 

  



様式第９号 

 

 

年  月  日 

 

 

 鹿児島県知事       殿  

 

 

 （補助事業者） 
住 所 
法人名 
代表者役職・氏名             
担当者役職・氏名 
電話番号 

 

 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金精算払請求書 

 

 

年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた鹿児島県プロフェッショナル人材戦
略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金ついて、次のとおり請求します。 

 

１ 交 付 決 定 額               円 

 

２ 額 の 確 定 額               円 

 

３  請 求 額               円 

 

４ 支 払 先 
 

口座振替 

振込先金融機関名        銀行（金庫）      支店 

口座の種別・番号 当座 ・ 普通 № 

（フリガナ） 
 

口 座 名 義  

 

 

 

 

 

 

  



様式第 10 号 
   

                                    第    号 
令 和  年  月  日 

 
 
（補助事業者法人名） 
（代   表   者）様 
 
 

鹿児島県知事          印 
 
 

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業 

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付決定取消通知書 
 

年  月  日付け  第  号で交付決定しました鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点
事業地域外副業・兼業人材活用促進補助金に係る補助事業について，鹿児島県プロフェッショナル人
材戦略拠点事業地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金交付要綱第 14 条の規定により、決定を取
り消すこととなりましたので通知します。 
 
 

 


